
質問 回答

福祉サービスの併用は可能か、また、共生型サービス
の付加はできますか

本施設は障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律第５条第２７項に定める地域活
動支援センターとして供する施設であるため、他サー
ビスの併用はできません。

施設内および敷地内は禁煙なのですか。 屋外の喫煙場所のみ喫煙が可能です。

サービス管理責任者を配置するようですが、分野別は
どこを受講するのですか。

相模原市の地域活動支援センターではサービス管理
責任者研修又はサービス管理責任者研修と同等であ
ると市長が認めた研修を修了した方を配置することと
しております。
なお、サービス管理責任者研修において分野別の指
定はありません。

利用者との利用契約の締結は行うのですか。
契約の締結は不要ですが、利用希望者からの利用承
認申請に基づき利用承認することが必要です。

障害者地域活動支援センターの利用に際し、サービス
等利用計画の作成は必要ですか。

サービス等利用計画の作成は不要です。

建物内の配置替、改造および改築は可能なのです
か。

事前に市の承認を得ることで可能です。指定の期間満
了又は指定管理者の指定を取り消されたときは、市の
指示に従い自己の負担で原状に復し、市に引き渡す
必要があります。

創作活動または生産活動は指定管理者の創意工夫
の範疇でかまわないのですか。

創作活動及び生産活動の内容に特段の定めはありま
せんが、利用者のニーズを反映した活動をお願いしま
す。

利用者の利用人数は9：30～15：30（全日）の利用でな
ければカウントされないのですか。

利用者される方の状況に合わせて、全日の利用でなく
ても利用人数に含めます。

他の福祉サービス事業所を利用していても利用は可
能ですか。

利用可能です。

利用者様の利用できる範囲は決まっていますか（例と
して、旧津久井町内等）

本施設を利用できる方は、市内に住所を有する方で、
障害者手帳の交付を受けている方等です。

募集に関する質問及び回答（津久井障害者地域活動支援センター）


